
◆原料原産地名
次に掲げるものは、国内で製造された場合には、主な原材料（原材料に占める重量の割合が

50％以上のもの）の原産地（原料原産地名）の表示が必要になります。
《加工食品品質表示基準で表示が義務づけられているもの（20食品群）》
① 乾燥きのこ類、乾燥野菜及び乾燥果実
乾しいたけ、かんぴょう、切り干しだいこん、乾燥ぜんまい、かんしょ蒸し切り干し、乾燥
ねぎ、干し柿、干しぶどう　等

② 塩蔵したきのこ類、塩蔵野菜及び塩蔵果実
塩蔵きのこ、塩蔵山菜ミックス　等

③ ゆで、または蒸したきのこ類、野菜及び豆類並びにあん
ゆでたけのこ、ゆでたぜんまい、下ゆでしたさといも、ふかしたさつまいも、ゆでた大豆、
なまあん、乾燥あん　等

④ 異種混合したカット野菜、異種混合したカット果実その他野菜、果実及びきのこ類を異種
混合したもの
カット野菜ミックス、野菜サラダ（生鮮食品のみで構成されたものに限る。）、カットフルー
ツミックス　等

⑤ 緑茶及び緑茶飲料
煎茶、玉緑茶、玉露、抹茶、番茶、ほうじ茶、※緑茶飲料　等

⑥ もち
まるもち、のしもち、切りもち、草もち、豆もち　等

⑦ いりさや落花生、いり落花生、あげ落花生及びいり豆類
いりさや落花生、いり落花生、※あげ落花生、いり大豆　等

⑧ こんにゃく
板こんにゃく、玉こんにゃく、糸こんにゃく　等

⑨ 調味した食肉
しお・こしょうした牛肉、タレ漬けした牛肉、みそ漬けした豚肉　等

⑩ゆで、または蒸した食肉及び食用鳥卵
ゆでた牛もつ、蒸し鶏、ゆで卵、温泉卵　等

○１１ 表面をあぶった食肉
鶏ささみのたたき　等

原料原産地名の表示方法

主な原材料が国産の場合は、国産である旨を、輸入品の場合は原産国を記載します。ただし、国

産の場合は、国産に代えて下記のように記載することができます。

・農産物にあっては、都道府県名その他一般に知られている地名

・畜産物にあっては、主たる飼養地が属する都道府県名その他一般に知られている地名

・水産物にあっては、生産（採取及び採捕を含む。）した水域名、水揚げした港名、水揚げした港ま

たは主たる養殖場が属する都道府県名その他一般に知られている地名、また、輸入された水産物

の場合は、原産国名に水域名を併記することができます。

・うなぎ加工品、かつお削りぶし、農産物漬物、野菜冷凍食品については、個別の品質表示基準の

表示方法により原料原産地名を記載します。

1.基本的な表示方法
《例1：原材料名欄に括弧書きで表記》
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名　　称
原材料名
内 容 量
消費期限
保存方法
製 造 者

あじの開き
真あじ（A国）、食塩
1尾
平成××年××月××日
10℃以下で保存してください。
××株式会社　××県××市××町×-×

《例2：原料原産地名欄による表記》

名 称
原材料名
原料原産地名
内 容 量
消費期限
保存方法
製 造 者

あじの開き
真あじ、食塩
A国
1尾
平成××年××月××日
10℃以下で保存してください。
××株式会社　××県××市××町×-×

《例3：原料原産地と主な原材料を明確にした表記》

※原材料名欄に複数の生鮮食品
の名称を記載する場合、どの
原材料の産地なのかが明確と
なるように記載することが必
要。

名 称
原材料名
原料原産地名
内 容 量
賞味期限
保存方法
製 造 者

乾燥野菜
だいこん、にんじん
A国（だいこん）
100g
平成××年××月××日
直射日光を避け、常温で保存してください。
××株式会社　××県××市××町×-×

原料原産地名
の表示が必要
な加工食品は
右です

原料原産地名
の表示はどの
ようにするの
ですか？
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○１２ フライ種として衣をつけた食肉
衣をつけた豚カツ用の食肉、衣をまぶした鶏の唐揚げ用の鶏肉　等

○１３ 合挽肉その他異種混合した食肉
合挽肉、成形肉（サイコロステーキ）、焼肉セット（異種の肉を盛り合わせたも
ので、生鮮食品のみで構成されたものに限る。）等

○１４ 素干魚介類、塩干魚介類、煮干魚介類及びこんぶ、干のり、焼きのり、その他
干した海藻類
みがきにしん、たづくり（素干しのもの）、たたみいわし、するめ、丸干しいわ
し、さば開干し、煮干いわし、しらす干、ちりめんじゃこ、干ほたて貝柱、干
さくらえび、だしこんぶ、干こんぶ、板のり、焼きのり、味付けのり、乾燥わ
かめ、干ひじき　等

○１５ 塩蔵魚介類及び塩蔵海藻類
塩さんま、塩さば、塩かずのこ、塩たらこ、塩いくら、すじこ、塩うに、塩蔵わかめ、塩蔵したうみぶどう　等

○１６ 調味した魚介類及び海藻類
まぐろしょうゆ漬け、あこうだいの粕漬け、あまだいのみそ漬け、もずく酢、味付けめかぶ、いくらしょうゆ漬け、食用油脂を
加えたまぐろのすき身　等

○１７ ゆで、または蒸した魚介類及び海藻類
ゆでだこ、ゆでかに、ゆでしゃこ、釜揚げしらす、釜揚げさくらえび　等

○１８ 表面をあぶった魚介類
かつおのたたき　等

○１９ フライ種として衣をつけた魚介類
衣をつけたカキフライ用のかき、衣をつけたムニエル用のしたびらめ　等

○２０ ④または○１３に掲げるもののほか、生鮮食品を異種混合したもの
ねぎま串、鍋物セット（生鮮食品のみで構成されているもの） 等

※平成19年10月1日、上記⑤及び⑦に「緑茶飲料」及び「あげ落花生」が追加されました。ただしこれらの品目は、2年間の移行
期間が設けられ、義務化は平成21年10月1日からとなっています。

《個別の品質表示基準で表示が規定されているもの（4品目）》
●うなぎ加工品　●かつお削りぶし　●農産物漬物　●野菜冷凍食品
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《例5：原料原産地が3箇所以上あり、全て記載する場合》

2.一括表示枠外に印字等で記載することができます。（枠内に表示することが困難な場合）

《例4：表記箇所を明示した上で枠外に事前に印刷》

※ 主な原材料以外の原材料や義務表示対象食品以外の食品であって

も、同じ表示方法により、原料原産地名を表示することができます。

3.主な原材料の原産地が2箇所以上混合している場合は重量の多い順に記載します。3箇所以上ある場合は、3箇所目以下を「その

他」と記載することもできます。

名 称
原材料名
内 容 量
賞味期限
保存方法
製 造 者

乾燥○○
○○（A国、B国、C国、D国）、××、△△
100g
平成××年××月××日
直射日光を避け、常温で保存してください。
××株式会社　××県××市××町×-×

《例7：合理的な方法に基づき重量順に表示し、その方法
及び詳細について回答できる旨を表示》

4.複数国の原料を混合して製造する等、原産地の重量割合が商品ごとに特定できない場合については、下記のように表示することも

できます。ただし、消費者の優良誤認を招かないよう注意してください。

名 称
原材料名
内 容 量
賞味期限
保存方法
製 造 者

塩たらこ
すけとうだらの卵巣（米国またはロシア）、××、△△
100g
平成××年××月××日
10℃以下で保存してください。
××株式会社　××県××市××町×-×

注）すけとうだらの卵巣の原産地は、当社における○○年の取
扱い実績の多い順に表示しています。詳細は弊社お客様窓
口（電話番号○○）にお尋ねください。

《例6：原料原産地を2箇所以上記載し、それ以上を「その他」として記載する場合》

名 称
原材料名
内 容 量
賞味期限
保存方法
製 造 者

乾燥○○
○○（A国、B国、その他）、××、△△
100g
平成××年××月××日
直射日光を避け、常温で保存してください。
××株式会社　××県××市××町×-×

名 称
原材料名
原料原産地名
内 容 量
賞味期限
保存方法
製 造 者

乾燥○○
○○、××、・・・
商品名下部に記載
100g
平成××年××月××日
直射日光を避け、常温で保存してください。
××株式会社　××県××市××町×-×

産地名の意味を誤認させる用語の使用禁止

表示される産地名が加工地なのか原料の原産地なのか不

明確であり、その意味を誤認させる表示をすることは禁

止されています。

（23ページのQ&Aをご参照ください。）

牛肉加工品等の原料原産地について

牛由来の原材料を使用した加工食品に関しては、義務

化されていないもの（左記20食品群以外）について

も事業者の原料原産地に関する表示や積極的な情報提

供を促進することが求められています。（平成18年7

月27日付け「牛肉を原材料とする加工食品等に係る

原料原産地情報の積極的な提供について（通知）」、具

体的な情報提供事例（Q&A）により、農林水産省か

ら食肉加工、販売等の事業者団体を通じて要請）

乾燥○○
原料○○の産地：A国



表示は、次の様式（プライスラベルによる表示と次の様式で表示する事が困難な場合に限り、次の様式と同
等程度わかりやすい一括表示）により、容器または包装の見やすい箇所に表示してください。ただし、容器を
包装紙で外装する場合には、外装紙に必要な表示をするかまたは容器の表示が外装紙を透かして読めるように
するか、外装紙で隠れないようにする必要があります。

・製造業者、加工包装業者または輸入業者（販売業者が製造業者、
加工包装業者または輸入業者との合意等により製造業者、加工
包装業者または輸入業者に代わってその品質に関する表示を行
うこととなっている場合は、当該販売業者。）に表示義務があ
ります。
・飲食料品を製造または加工し、その場で一般消費者に直接販売
する場合または飲食料品を設備を設けて飲食させる場合は表示
義務はありません。
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一括一括して表示表示�
してください�
一括して表示�
してください�

名 　 　 称 �
原 材 料 名 �
原料原産地名�
内 容 量 �
固 形 量 �
内 容 総 量 �
賞 味 期 限 �
保 存 方 法 �
原 産 国 名 �
製 造 者 �

○○○○○○○�
○○○○、○○○、○○○○、○○○�
○○○○○�
○○○g�
○○○g�
○○○g�
平成○○年○○月○○日�
○○○○○○○�
○○○○○�
○○○○○○○○○○○○○○�

どこに表示
すればいい
のですか？

表示を行う
のは
誰ですか？

加工食品の名称は、その内容を最もよく表す名称を記載してください。ただ

し、※のついた加工食品の品質表示基準で定められた名称は、当該品質表示基

準を満たす加工食品以外に使用することはできません。

個別に品質表示基準が定められている加工食品

・乾めん類
・即席めん類※

・生タイプ即席めん※

・パン類
・マカロニ類※

・農産物缶詰及び瓶詰
・農産物漬物
・凍豆腐
・トマト加工品※

・乾しいたけ※

・ジャム類
・ハム類※

・ベーコン類※

・プレスハム※

・混合プレスハム※

・ソーセージ※

・混合ソーセージ※

・チルドハンバーグステーキ※

・チルドミートボール※

・チルドぎょうざ類※

・純製ラード※

・畜産物缶詰及び瓶詰
・煮干魚類
・風味かまぼこ
・特殊包装かまぼこ類※

・うに加工品※

・うにあえもの※

・削りぶし※

・魚肉ハム及び魚肉ソーセージ※

・乾燥わかめ※

・塩蔵わかめ※

・うなぎ加工品
・調理食品缶詰及び瓶詰
・調理冷凍食品
・野菜冷凍食品
・レトルトパウチ食品
・食用植物油脂※

・みそ※

・風味調味料※

・乾燥スープ※

・ドレッシング及びドレッシングタイプ調味料※

・食酢※

・しょうゆ※

・ウスターソース類※

・めん類等用つゆ※

・マーガリン類※

・にんじんジュース及びにんじんミックスジュース※

・炭酸飲料
・果実飲料
・豆乳類※
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生鮮食品を生産（採取及び採捕を含む。）し、生産したその場で一般消費者に直接販売する場合または生

鮮食品を設備を設けて飲食させる場合は、名称、原産地等を表示する必要がありません。

●飲食料品を製造し、もしくは加工し、一般消費者に直接販売する場合または飲食料品を設備を設けて飲

食をさせる場合は、加工食品に表示するべき事項を表示する必要がありません。

●また、次にあげるものについては、それぞれ明記している表示項目を省略できます。

・容器または包装の面積が30cm2以下であるもの…原材料名、賞味期限または消費期限及び保存方法、原

料原産地名

・原材料が1種類のみであるもの（缶詰、食肉製品を除く。）…原材料名

・常温で保存すること以外にその保存方法に関し留意すべき特段の事項がないもの…保存方法

・内容量を外見上容易に識別できるもの（特定商品の販売に係る計量に関する政令第5条の特定商品を除

く。）…内容量

・品質の変化が極めて少ないもので、次にあげるもの…賞味期限及び保存方法

●なお、任意で表示する内容について、表示禁止事項に該当する表示をすることはできません。

①「名称」に代えて「品名」、「種類別」または「種類別名称」とすることができます。
②表示に用いる文字及び枠の色は、背景の色と対照的な色とします。
③表示に用いる文字は、日本工業規格Ｚ8305（1962）に規定する8ポイント以上の活字を使用すること。ただし、表示可能面積がおお
むね150cm2以下のものは、5.5ポイント以上の大きさの活字にすることができます。

④名称、内容量を商品の主要面に明確に記載する場合は、この様式中名称及び内容量の項目を省略することができます。
⑤この様式で表示することが困難な場合は、以下の事項については、この様式中に記載箇所を表示すれば、他の箇所に記載することがで
きます。
・原材料名
・原料原産地名（原材料名欄の原材料の次に括弧を付して記載する場合は項目を省略することができる。）
・内容量
・賞味期限（この場合、保存方法についても記載箇所を表示し、賞味期限に近接した場所に記載できる。）
⑥表示をする加工食品が液体などの場合で固形量など該当しない項目がある場合は様式の項目を省略してください。
⑦品質が急速に変化しやすく製造後速やかに消費すべきものは、賞味期限を消費期限と記載してください。
⑧製造者等については、保健所の指導等にも従い、表示されている内容に責任を持つ者を「製造者」、「輸入者」、「販売者」等適切な事項
名を付して記載してください。
⑨原産国名は、輸入品の場合にこれを製造した国名を記入してください。
⑩この様式は縦書きにすることができます。
⑪この様式の枠を記載することが困難な場合は、枠を省略できます。

上記①から⑪に関わらず　
「容器包装の面積が30cm2以下」、「原材料が1種類」、「内容量を容易に識別できるもの」、「品質の変化が極めて少ないもの」、「常温で保存
すること以外に保存方法に留意点がないもの」の場合、表示事項の一部を省略することができる場合があります。次項に省略できる事項
等を詳しく記載していますのでそちらをご参照ください。
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名 称

原 材 料 名

内 容 量

消 費 期 限

保 存 方 法

製 造 者

ゆでだこ（ぶつ切り）

まだこ（国産）

180g

××.××.××

5℃以下で保存してください。

××株式会社　××県××市××町×-×

名 称
原 材 料 名

内 容 量
賞 味 期 限
保 存 方 法
原 産 国 名
輸 入 者

いちごジャム
いちご、砂糖、ゲル化剤（ペクチン）、酸
化防止剤（V.C）
400g
××.××.××
直射日光を避け、常温で保存してください。
アメリカ
○○商事株式会社　××県××市××

●輸入されたイチゴジャム ●ゆでだこ

名 称
原 材 料 名

内 容 量
消 費 期 限
保 存 方 法
製 造 者

焼肉用味付け牛肉
牛肉（オーストラリア産）、焼肉のたれ
（しょうゆ（小麦を含む）、酒、砂糖、に
んにく、生姜、ごま）、胡椒
200g
××.××.××
5℃以下で保存してください。
××株式会社　××県××市××町×-×

●焼肉用味付け牛肉

次にあげる場
合は、品質表
示の一部を省
略できます

でん粉、チューインガム及び冷菓、砂糖、アイスクリーム類、食塩及びうま味調味料、飲料水及

び清涼飲料水（ガラス瓶入りのもの（紙栓をつけたものを除く。）またはポリエチレン製容器入

りのものに限る。）並びに氷

生鮮食品について（農産物、水産物、畜産物）

加工食品について

名 称

原 材 料 名

内 容 量

賞 味 期 限

保 存 方 法

製 造 者

ベーコン

豚ばら肉、砂糖、食塩、卵たん白、植物性たん白、

香辛料、リン酸塩（Na）、調味料（アミノ酸）、

酸化防止剤（ビタミンC）、発色剤（亜硝酸Na）、

コチニール色素、（原材料の一部に大豆を含む）

300グラム

××.××.××

10℃以下で保存すること。

××株式会社　××県××市××町×-×

●ベーコン
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一般消費者向けに販売されない加工食品（またはその原料）の場合（いわゆる業者間取引）、事業者の

方々はそれぞれ以下のとおり記載してください。

業務用生鮮食品（加工食品の原料となる生鮮食品）の必要な表示事項は、以下のとおりです。

◆名称
◆原産地
加工食品の原料原産地の表示方法と同じように、原産地を記載してください。原料原産地表示の

対象外となる原料の場合には、記載を省略できます。（原料原産地の表示方法と対象品目については

11、12ページ参照）

◆容器に入れ、または包装されている場合は
特定商品の販売に係る計量に関する政令（平成5年政令第249号）第5条（34ページ参照）に規

定する特定商品であって容器に入れ、または包装されたものについては、名称、原産地のほか、内

容量、販売業者の氏名または名称及び住所を記載してください。

業務用加工食品（一般消費者に販売される形態となっているもの以外の加工食品）の必要な表示項目は、

以下のとおりです。

◆名称
◆原材料名
食品添加物以外の原材料と食品添加物について、それぞれ重量の割合の多い順が分かるように記

載してください。

なお、食品添加物、複合原材料、アレルギー物質の表示については、一般消費者に販売される加

工食品と同じように記載してください。（9、10ページ参照）

◆製造業者等の氏名または名称及び住所
◆原料原産地名
最終製品で原料原産地表示の対象となる品目は、11、12ページにあるとおり、20食品群と4品

目ですが、これらの対象品目の原材料となる業務用加工食品であって、最終製品でも原料原産地の

表示が必要な原材料を含む場合には、原料原産地名を表示しなければなりません。（原料原産地の表

示方法についても11、12ページ参照）

◆原産国名
輸入品の場合は、原産国名を記載してください。

◆その他
計量法や食品衛生法で表示が義務づけられている場合には、内容量、賞味（消費）期限、保存方

法についても記載が必要です。

業者間取引の表示概要

業者間取引
ではどんな
表示が必要
ですか？

15

容器もしくは包装、送り状、納品書等（製品に添付されるものに限る。）または規格書等（製品に

添付されないものであって、当該製品を識別できるものに限る。）へ記載してください。（ただし、

食品衛生法や計量法で容器・包装への表示が義務づけられているものは、これらに従った表示が必

要。）

記載様式、文字の色、大きさ等の規制の適用はありませんが、容器・包装に入れられていないも

のにも表示が義務づけられています。

なお、表示の根拠となる書類等は、整備・保存するように努めてください。（おおむね3年）

業者間取引
ではどこに
表示するの
ですか？

右の図の赤い矢印の部分で取引を行う事業者の方は、す

べて表示義務の対象者となります。（緑の矢印は一般消費

者向け加工食品の表示、青の矢印はJAS法上の表示対象外）

輸入品は輸入業者の方が表示をすることとなります。

外食やインストア加工の場合には、JAS法上の表示を行

う必要がありません。

業者間取引
では表示を
行うのは誰
ですか？

加
工
品�

生
鮮
品�

卸
　
売
　
業
　
者�

加
工
品�

製
　
造
　
業
　
者�

業
務
用
包
装�

製
造
業
者�

中
間
加
工
品�

製
造
業
者�

中
間
加
工
品�

製
　
造
　
業
　
者�

一
般
消
費
者
用
包
装�

小
　
売
　
店�

外
食
・
イ
ン
ス
ト
ア
加
工�

・輸入品は、輸入業者に表示義務。�

※外食、インストア加工向けの食品については義務対象外�
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Q&A

生鮮食品の注文書やカタログに原産地を表
示する必要がありますか。また、原産地を
注文書に表示した場合も、配送する商品の

容器、包装等に原産地を表示する必要があります
か。

注文書やカタログに表示義務はありません。
しかし、注文書やカタログに原産地を表示して
いる場合でも、商品（容器・包装を含む。）や

納品書に原産地等を表示しなければなりません。

生鮮食品全般�生鮮食品全般�

農産物について�農産物について�

Ｑ�

A

生鮮食品の容器や包装に表示する場合、表
示面積が150cm2以下の場合や表示すべき
字数が多い場合にも、8ポイント以上の活

字でなければいけませんか。

150cm2以下でも8ポイント以上必要です。
容器や包装に表示するほか、商品に近接して掲
示することも可能ですから、字数が多いときは
使い分けて実施してください。

Ｑ�

A

「生鮮食品を生産し、一般消費者に直接販
売する場合」とは、具体的にどのような場
合ですか。小売店の店内で、魚をおろして

刺身にしたような場合も含まれますか。

「生鮮食品を生産する」というのは、農産物は
農業生産、畜産物は飼養、水産物は漁ろうその
ものをいいます。インストアで野菜を切断し、

魚を切り身や刺身にしても、表示義務の対象外にはなり
ません。また、「一般消費者に直接販売する場合」とは、
具体的に生産者が生産した生鮮食品を自らその場（水産
物であれば水揚げした場所）で一般消費者に販売する場
合をいいます。

Ｑ�

A

生鮮食品における原産地の考え方について
教えてください。

原産地とは生鮮食品を栽培、飼養または生産し
た地を指します。畜産物などでは、飼養地が複
数に跨がる場合がありますが、この場合は飼養

期間が最も長い飼養地を原産地として表示することとな
っています。

Ｑ�

A

農産物の場合、包装しない状態で販売する
ことがありますが、どのように表示すれば
よいのですか。

包装されていない状態で販売する場合は、近接
した箇所にPOPや立て札、段ボール箱や結束
テープ等で表示することが可能となっています。

Ｑ�

A

複数の原産地のものを混ぜた場合の表示は
どうするのですか。

同じ種類の生鮮食品であって複数の原産地のも
のを混合した場合は、その生鮮食品の製品に占
める重量の割合の多いものから順に記載します。

Ｑ�

A
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水産物について�水産物について�

輸入後国内で蓄養した貝類の原産地の扱い
はどうなりますか。

輸入後、出荷調整や砂抜きなどのため国内で蓄
養した貝類の原産地は、その輸出国となります。

Ｑ�

A

養殖に該当しない水産物については、「天
然」の表示は可能ですか。

水産物の品質表示基準では養殖とは「幼魚等を
重量の増加または品質の向上を図ることを目的
として、出荷するまでの間、給餌することによ

り育成すること」をいい、この定義に該当するものにつ
いて養殖の表示が義務付けられるということであり、こ
の養殖の定義に該当しないものについて天然と表示でき
るということではありません。しかし、事実として天然
のものであれば、表示は可能です。

Ｑ�

A

外国船籍の漁船が漁獲したマグロを国内の
漁港に水揚げした場合、その漁港名又は漁
獲水域名を原産地として表示できますか。

外国船籍が漁獲して国内の港に荷揚げしたもの
は、輸入品になります。輸入品については、原
産地は原産国名を表示する必要があります。な

お、原産国名に漁獲水域名を併記することは可能です。

Ｑ�

A 「水域名の記載が困難な場合にあっては、
水揚げした港が属する都道府県名の記載に
代えることができる」とは具体的にどのよ

うな場合ですか。
例えば、北太平洋で捕ったものを焼津港に水揚げ
した場合、「静岡県」と記載できますか。

水揚げした港または水揚げした港が属する都道
府県名をもって水域名の記載に代えることがで
きる場合は、水域をまたがって漁をする場合等

水域名の記載が困難な場合です。従って、北太平洋で漁
獲されたことが確認されていれば、「北太平洋」と表示
することになります。
水域名の記載は、魚種により広範囲に回遊するもの、沿
岸にいるもの等があって一律に規定できないことから、
魚種ごとにこのような特性を踏まえて一般消費者の選択
に資する水域名を記載すべきものと考えています。

Ｑ�

A
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複数の国で飼養される畜産物について、
「国産品」、「輸入品」とはどのようなもの
を指すのですか。

「国産品」とは、国内における飼養期間が外国
における飼養期間（2以上の外国において飼養
された場合には、それぞれの国における飼養期

間）よりも長い家畜を国内でと畜して生産されたものを
指します。

畜産物について�畜産物について� 玄米及び精米について�玄米及び精米について�

Ｑ�

A

袋詰めされた玄米及び精米を販売する場合
に、何をどのように表示すればいいのです
か。

定められた様式に、①名称、②原料玄米、③内
容量、④精米年月日、⑤販売業者等の氏名また
は名称、住所及び電話番号を表示します。

Ｑ�

A

国産の食肉の原産地表示について、例えば、
松阪牛、神戸牛等地名を冠した銘柄名（ブ
ランド名）が表示してある場合には、原産

地名の記載を省略することはできますか。

「主たる飼養地が属する都道府県」と「銘柄等
に含まれる地名が属する都道府県」とが異なっ
ている場合については、その畜産物の原産地が

「銘柄等に含まれる地名」であるとの誤認を消費者に与
えるおそれがあることから、主たる飼養地が属する都道
府県名、市町村名その他一般に知られている地名を原産
地として表示することが必要です。
また、原産地名の記載を省略することが可能であるのは、
「主たる飼養地が属する都道府県」と「銘柄等に含まれ
る地名が属する都道府県」が同一である場合に限られま
す。

Ｑ�

A
調製年月日、精米年月日または輸入年月日
が異なるものを混合した場合、調製年月日、
精米年月日または輸入年月日をどのように

表示すればいいのですか。

調製年月日、精米年月日または輸入年月日が異
なる2種類以上の原料玄米を混合した玄米また
は精米については、これらのうち、最も古い年

月日を記載します。
最も古いものが調製年月日または輸入年月日である場合
は一括表示の様式中の「精米年月日」を「調製年月日」
または「輸入年月日」とします。

Ｑ�

A

【国産品の例】�
　＊（　）の数字は畜産物の飼養月数を示す。以下同じ。�

X国（12）�

X国（10）�

国内（18）�

 Y国（8）� 国内（12）�

【輸入品（X国産）の例】�

X国（18）�

X国（14）�

国内（12）�

 Y国（6）� 国内（10）�

一方「輸入品」とは、「国産品」以外のものであり、具体的
にはある外国における飼養期間が日本を含めた他国にお
けるそれぞれの飼養期間よりも長い家畜から生産された
ものを指します。�

×kg
××.××.××�

××.××.××�

×米穀株式会社�
××県××市××町××.×-×�
電話番号　××（×××）××××�

×米穀株式会社�
××県××市××町××.×-×�
電話番号　××（×××）××××�

×kg

複数原料米�
国内産　　　　　　　　　　　　　100％�
　　○○県　××ヒカリ　×年産　××％�
　　××県　××ニシキ　×年産　××％�
　未検査米　　　　　　　　　　　××％�

精　　　米�名 称 �

�

原 料 玄 米 �

�

内 容 量 �

精 米 年 月 日 �

�

販 売 者 �

産　地� 品　種� 産　年� 使用割合�

××県�××ヒカリ�××年産� 100%

精　　　米�名 称 �

�

�

�
原 料 玄 米 �

�

�

内 容 量 �

精 米 年 月 日 �

�

販 売 者 �

産　地� 品　種� 産　年� 使用割合�
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加工食品について�加工食品について�

加工食品の品質表示について、責任を負う
のは製造業者ですか、それとも販売業者で
すか。

加工食品にあっては、原則として製造業者及び
加工包装業者または輸入業者に表示義務があ
ります。ただし、販売業者が製造業者、加工包

装業者または輸入業者との合意等により製造業者等に代
わって品質表示を行うこととなっている場合には、当該
販売業者に表示義務があります。

Ｑ�

A

製造者等の電話番号、FAX番号、メール
アドレスやホームページアドレスを一括表
示様式の枠内に記載することができますか。

これらの表示は義務表示事項ではありませんが、
消費者にとって重要な情報であり、適切な表示
であると考えられますので、一括表示様式枠内
に表示することができます。

ただし、商品の説明書き、宣伝文句などは義務表示事項
が見づらくなりますので、枠内に表示することはできま
せん。

Ｑ�

A

加工食品品質表示基準第4条第2項（3）の
「表示可能面積」とはラベル面積もしくは
容器面積のどちらですか。

容器または包装のうちの、表示可能部分の面積
の合計をいい、ラベルの面積ではありません。

Ｑ�

A

原材料名や内容量について、「別途記載」
として、一括表示欄外や裏面に記載しても
よいですか。

他の義務表示事項と一括して表示することが困
難な場合は、「原料原産地名」、「賞味期限又は
消費期限」、期限表示と併せて記載する「保存

方法」のほか、「原材料名」や「内容量」についても、
別途、表示箇所を表示して見やすい場所に表示すること
は可能です。

Ｑ�

A

内容量を外見上容易に識別できるとは具体
的にはどのような状態のことですか。

内容量を容器または包装を開けなくても外から
容易にわかる場合をいい、例えば塩鮭であれば
「三切れ」等内容数量が容易に判別できる場合
をいいます。

Ｑ�

A
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輸入品とはどのような製品をさしますか。また、表示の義務を負うのは誰ですか。

輸入品とは、
①容器包装され、そのままの形態で消費者に販売される製品（製品輸入）
②バルクの状態で輸入されたものを、国内で小分けし、容器包装した製品

③製品輸入されたものを、国内で詰め合わせた製品
④その他、輸入された製品について、国内で「商品の内容について実質的な変更をもたらす行為」が施されていない製
品を指します。
製品輸入したものについては輸入者に表示義務があります。この場合の輸入者とは、輸入した製品の表示内容について
日本国内で責任を持つ者となります。
また、②のようにバルクの状態で輸入されたものを国内で小分け包装した場合は、小分け包装した者に表示義務があり
ます。また、JAS法では、加工食品品質表示基準の規定に従い、販売業者が当該製品の表示内容に責任を持つ旨合意が
なされている場合には、当該販売業者が表示義務者となることもできます。ただし、この場合、食品衛生法に従い、別
途加工者または製造者の所在地及び氏名も記載することが必要です。
（加工食品に関する3省共通Q＆Aから抜粋）
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①から⑤の表示は、原材料名として一括表示枠内に表示できますか。
①数種類の魚を一括して「魚」、「魚肉」の表示
②「本マグロ」
③黒糖、還元水あめ等をまとめて「砂糖」
④有機大豆
⑤NON‐ GMO 大豆

①複数種類の魚肉をミンチにしたものなど魚の種類ごとに重量順に表記することが困難な場合、または商品特
性上原材料を魚種ごとに表記するのが困難な場合に数種類の魚を一括して「魚」、「魚肉」と表示することは
可能です。ただし、この場合は、特定の種類の魚の名称を抜き出して表示することはできません。

②できます。クロマグロ（Thunnus thynnus）について「本マグロ」、「本鮪」のように記載することは可能ですが、
メバチ、キハダなどクロマグロと異なる種に「本マグロ」等と記載することはできません。
③できません。黒糖は「砂糖」と表示することはできますが、還元水あめは糖アルコールであり「砂糖」とはいえない
ので「還元水あめ」と一般的な名称で表示してください。
④有機農産物のJAS規格に基づき格付されたものを使用した場合に限り可能です。この場合、特色のある原材料（第5
条）に該当しますので、原材料に占める有機原材料の使用割合が100％である場合を除き、使用割合を明示する必要
があります。
⑤できません。原材料名はもっとも一般的な名称をもって表示すること、また一般消費者が読みやすく理解しやすいよ
う邦文をもって表示する必要があるので、この場合は、「大豆（遺伝子組換えでない）」等と表示してください。

Ｑ�

A




